
災害時の避難のポイント

情報の伝達経路
町では、災害が発生もしくは発生のおそれがある場合には、以下のように情報が伝達されます。大雨の際には、テ
レビ、ラジオ、インターネットなどで河川の水位情報や雨量、警報などの情報を早くから入手し、早めの避難を心が
けましょう。

○防災行政無線　　○エリアメール
○町ホームページ　  ○LINE
○テレビ高千穂　　 ○広報車、消防車両
○テレビ、ラジオ　　　　　　　　　　  など

　　　　　　 土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。道
路が冠水しているときや、夜間で見通しが悪いときは、上階など
へ「垂直避難」しましょう。
 近くの頑丈な建物の2階以上に緊急避難するか、それも難しい場
合は家の中でより安全な場所（がけから離れた部屋や2階など）に
避難しましょう。

高千穂町

避難情報

町民の
みなさん

　災害が発生し、家屋内に止まることが危険な状態になった場合は、落ち着いてすばやく避難する必要があります。
その際には、子どもや高齢者などの避難行動要支援者の保護を念頭に置き、近所の一人暮らし高齢者世帯などにも
声をかけるなど近隣で協力することが大切です。

避難行動判定フロー

　新型コロナウイルス感染症がまん延する状況下で、地震や風水害などの災害が発生し、避難所を開設する場
合、感染症に万全を期すことが重要となっています。しかし、避難所においては、密閉、密集した環境下での
避難者同士の距離確保の問題や、断水やアルコール消毒液などの不足により、衛生環境の確保が難しくなるこ
とから、新型コロナウイルスなどの感染拡大リスクが高まる恐れがあります。
　新型コロナウイルス感染症が終息する前に、避難所を開設するような自然災害が発生した場合に備え、平時
の準備及び災害時の対応について、各家庭で考えてみましょう。
〇避難所に避難することだけが避難ではありません
　「避難」とは、「難」を「避」けることであり、自宅での安全確保が可能な人は、感染リスクを負ってまで
避難所に行く必要はありません。自宅での安全確保が可能な場合には、自宅での避難の検討や、自宅が危険と
考えられる場合でも、近くの安全な親戚や知人宅などに避難することも避難方法のひとつです。
　内閣府からも、避難行動に関する判定フローが示されていますので、参考にしてください。
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警戒レベル4が出た
ら、町が指定してい
る指定避難所に避難
しましょう

警戒レベル4が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う（日頃から相談し
ておきましょう）

警戒レベル3が出た
ら、安全な親戚や知
人宅に避難しましょ
う（日頃から相談し
ておきましょう）

警戒レベル3が出
たら、町が指定し
ている指定避難所
に避難しましょう
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